
天 白 町 市 営 住 宅 除 却 工 事

図 番 図  面  名  称

A- 01

A- 02

A- 03

A- 04

A- 05

A- 06

A- 07

A- 08

A- 09

A- 10

A- 11

特記仕様書 (解体1)

特記仕様書 (解体2)

敷地案内図

A- 12

A- 13

矩計図

基礎図、部分詳細図

A- 14

A- 15

PCﾊﾟﾈﾙ図
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配置図 兼 仮設計画図

仕上表

平面図

立面図、断面図

展開図

天井伏図

建具表

床伏図、屋根伏図

外構図（改修後）

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ物置（参考図）



交通誘導員　　※配置する　１名以上（大型車の出入は必ず）　・配置しない   　    [1.3.6]

No.Project

井 元 建 築 事 務 所
一級建築士事務所 三重県知事登録 第 1-2264 号 ・ 一級建築士 第 341058 号　井元 貴久

Scale

Title

Date

特記仕様書 (解体1)

総　　　　則

工 事 概 要

２．工事種目

１．工事場所

１．共通仕様

（１)図面及び特記仕様に記載されてない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事共通仕

２．特記仕様

（２)特記事項は、・印の付いたものを適用する。

    ・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

    ・印と※印の付いた場合は、共に適用する。

（４)特記事項に記載の (標 . . ) 内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

（３)特記事項に記載の [ . . ] 内表示番号は、解体共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

  部 分 完 成  ・無　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 ・無　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  部 分 引 渡 し

                       　　　  ( ・管理財物担保特約に加入のこと）

 ・建設工事保険　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （保険証の写しを提出）

 ・任意にて加入

 1)保険及び保証

 2 )建 設 共 済 等

 ・建設業退職金共済制度　　当初の請負金額が500万円以上の場合は、掛金収納書を提出する

 下記の制度について加入すること。

 ・任意にて加入

　　　　　　　　　　　　 こと。また、増額の契約変更があった場合についても、その分を

 ・請負業者賠償責任保険　　　　　　　　　 　　　　　（保険証の写しを提出）

　　　　　　　　　　　　 提出すること。　　共済証紙購入額：請負金額の 0.8/1000以上

※資材の購入及び下請け業者の選定に際しての留意事項

　資材の購入及び工事の一部を下請け業者にて施工する場合、業者の選定に際しては、

　出来る限り市内業者を優先させること。

なお、他の退職金制度に加入している等、共済証紙を購入する必要がない場合は、理由書の

提出をもって共済証紙の購入を不要とする

※請負金額が 500万円以上の場合は、登録を行う。                   　　       　   [1.1.4]1 工事実績情報の登録

2 工事の記録

　　※工事着工前　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　１部

　　※工程写真　　　各工程毎に編集の上提出　　　　　　　　　　　　　　１部

　　※竣工写真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２部

　※工事の各記録写真については、デジタル画像にて整備編集を行うように努めること。
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※工事写真については以下による。（編集工程写真はA4版程度）　　　　　　　　　　   [1.2.3]

　※工事の各記録写真については、デジタル画像にて整備編集を行うように努めること。

（１)項目は、〇印の付いたものを適用する。

 ・法定外労災補償制度　　　　　　　　　　　　　 （加入証明書の写しを提出） 

5 施工中の安全確保

・特定建設資材の搬出

　　再資源化等を行う（再資源化が困難な場合には縮減）

6 発生材の処理等 ・引渡しを要するもの（         　             　　　　　　　　　　　　   ）   [1.3.10]

・工事現場において再利用及び再資源化を図るもの（         　              ）

・特定建設資材以外の搬出   ・構外搬出適正処理

※廃棄物管理票（マニフェスト）確認表を作成し、監督職員にＡ票及びＤ票もしくはＥ票

様書・同解説(令和4年版)」(以下「解体共通仕様書」という。)による。

※提出書類はＡ４版とする

※産業廃棄物税

　本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が本工事により生じた産業廃棄物が、

　課税対象となった場合には、翌年度に産業廃棄物税納税証明書等を添付して、本工事により生じた産業

　廃棄物税相当分を請求することができる｡

  の確認を受けるものとする。ただし、電子情報処理組織に登録（電子マニフェスト）に

　より確認を行う場合は、この限りではない。

※建設発生土を搬出する場合は、事前に書面にて処分地の報告(位置図等)を行い、処分地

　での処理状況が分かる写真を提出すること。また、処分地が民有地の場合、土地所有者

からの建設発生土受入承諾書の写しを提出すること。

1 再資源化等

ガラス　　　　・ 行う　　　・ 行わない

木材の縮減　　　　　・ 行う　　　・ 行わない

※　特定建設資材廃棄物は、再資源化を行う（再資源化が困難な場合は縮減）

現場での利用　　　　・ 行う　　　・ 行わない

中間処理施設（　廃棄物の種別に応じ許可を受けた施設　　　　　　　　　　　　　）　 [4.4.1]

再資源化施設（　同上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　及び整地 盛　土　　　　　・ 行う　　　・ 行わない

硬質ポリ塩化ビニル管・継手　　　　　・ 行う　　　・ 行わない

水銀使用製品産業廃棄物　　　　・ 行う　　　・ 行わない

4 埋戻し、盛土 解体後の埋戻し　・ 行う　　　・ 行わない　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　[3.13.1]

3 地下埋設物等 地下埋設物及び埋設配管等の解体　　・ 行う　　　・ 行わない　　　　　　　　  　　[3.12.1]

※　対象樹木等は図示による。

・　樹木等の伐採抜根　　・ 行う　　　・ 行わない

・　樹木等の移植　　　　・ 行う　　　・ 行わない

・　樹木等の伐採　　　　・ 行う　　　・ 行わない　　　　　　　　　　　　　  　　[3.11.1]2 構内舗装、樹木等

・ 破砕工法

7 石綿含有建材の調査

労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく技術上の指針（建築物等の解体等の作業及び労働者が

石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する

記述上の指針）を遵守すること。

石綿障害予防規則及び大気汚染防止法の各規定に基づく官公署等への報告等を行うこと。

　・アスベスト除去に伴う官公署等への届出申請を行うこと。

　・石綿含有事前調査結果の都道府県知事及び労働基準監督署への報告を行うこと。

　・事前調査結果及び特定粉塵排出等作業の掲示を行うこと。

　・アスベスト除去に伴う作業計画の作成を行うこと。

　・アスベスト除去完了に伴う発注者への報告を書面にて行うこと。

1 一般事項
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空気の流れ

又は、敷地境界

　処理作業前

　処理作業中

　処理作業後

　(隔離ｼｰﾄ撤去前)

  測定４

  測定７

  測定８

施行区画周辺

又は、敷地境界

ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝ入口

  処理作業室内

施行区画周辺

  (注)１

を確認

　測定時期  測定名称 　  測　定　場　所
  　　　　測　定　点

　　　 (各施工箇所ごと)
　備考

  (注)１

  測定２

  測定３   処理作業室内

　大気

  処理作業室内  測定１

  測定５   (注)２

（処理作業室外の場合）

  測定６
　施行区画周辺

　又は、敷地境界
　 －

  (注)１

　大気

　　　各２点又は３点

　　　計２点

　　　各２点又は３点

　　　１点

　　　１点

　　　４方向各１点

　　　各２点又は３点

　　　４方向各１点

　(注)１．各施工箇所ごとの室面積が50㎡以下までは２点、300㎡以下までは３点とする。

　　　　　300㎡を超えるものは、監督職員と協議する。

　(注)２．集じん・排気装置の性能確認

分析による調査　　・ 行う　　　・ 行わない　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　[6.1.3]

※書面調査及び現地調査の調査結果を監督職員に提出すること。

吹付け材の施工数量調査　　※行う

除去吹付け材（　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）

石綿粉じん濃度測定　　※行う 

石綿含有吹付け材の有無　・有　・無　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　[6.1.3]

  表6.4　　石綿粉じん濃度測定

　集じん・排気装置

  の排出口

2 施工調査

　の除去

3 石綿含有吹付け材

2 特別管理産業

　微量ＰＣＢの分析調査　　・ 行う　　　・ 行わない　　　　　　　　   　　　　　　[5.4.1]

ＰＣＢを含む機器類

分析調査及び撤去　　　　・ 行う　　　・ 行わない　　　　　　　　　　　   　　　[5.4.1]

特別管理産業廃棄物の処理等　　　・ 行う　　　・ 行わない　　　　　　　   　　　　[5.4.1]

　廃棄物の処理等

ＰＣＢ含有シーリング材

廃油

廃酸・廃アルカリ

ダイオキシン類

・焼却処分　・中間処理施設での再生処理　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　[5.4.1]

・中和処理　・焼却処分　・中間処理施設での再生処理　　　   　　　　　　　　　　[5.4.1]

サンプリング調査　　・行う　　　・行わない　　　　　　　　　　　　　   　　　　[5.4.1]

1 施工調査 特別管理産業廃棄物の分析調査　　・ 行う　　　・ 行わない　　　　   　　　　　　　[5.1.2]
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5 廃棄物管理票 ※　廃棄物管理票（マニフェスト）確認表を作成し、監督職員にＡ票及びＤ票もしくはＥ票

    の確認を受けるものとする。ただし、電子情報処理組織に登録（電子マニフェスト）に

　　より確認を行う場合は、この限りではない。

　広域認定制度

3 最終処分

最終処分場（廃棄物の種別に応じ許可を受けた施設　　　　　                 ）

最終処分物（引渡しを受ける物及び再資源化を行うもの以外の物               ）　  　[4.4.3]

2 産業廃棄物 産業廃棄物の広域的処理　　・ 行う　　　・ 行わない　　　　　　　　 　　　　　　　[4.4.2]

・　上記以外の石膏ボード　　　　・最終処分　　　・再資源化

・　ひ素・カドミウム含有石膏ボード

・　ＣＣＡ処理木材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　[4.5.1]4 処理に注意を要する

　建設廃棄物

1 杭

4 工事用水 構内既存の施設　・利用できる（・有償　・無償）　・利用できない

杭の解体　　・ 行う　　　・ 行わない　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　[3.9.2]

・ 引抜き工法

3 工事用電力 構内既存の施設　・利用できる（・有償　・無償）　・利用できない

2 監督職員事務所等 ・設ける。（規模・備品等の設置は下記による）   ・設けない                      [2.3.1]

※　防音パネル等を取り付ける足場等の範囲　

※　図示による。　
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なお、シート類は防炎処理されたものとする。

・　防音シートをジョイントの重ねと結束を十分に施し、隙間なく取り付ける。

※　防音パネルを隙間なく取り付ける。

・　メッシュ金網、養生シート等を隙間なく取り付ける。

1 騒音･粉じん等の対策 ※　騒音、粉じん等の対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　[2.2.1]

3.加熱アスファルト200t以上

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の定めにより、施工体制台帳の写しを

提出すること。なお、警備業者についても記載すべき下請負人の範囲に含むものとする。

・建設副産物を搬出する際の計画

1.土砂500m3以上

2.コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材の合計が200t以上

・再生資材を利用する際の計画

1.土砂500m3以上

2.砕石500t以上

完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。

施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の

資源利用促進計画の作成を要する工事である場合（下記内容該当工事）は、受注者は、工事の

※本工事が資源の有効な利用の促進に関する法律（平成三年法律第四十八号）の規定により再生

8 施工体制台帳の提出

9 資源有効利用促進

３
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　調査の結果、設計図書と異なる場合は、監督職員と協議する。

※現地調査を行い、事前調査結果報告書を作成し、提出する。

　※分析調査は「建材中の石綿含有率の分析方法について(令和3年12月22日改正)」に基づき行う。

事前調査（有資格者）　　※行う　　・行わない　　　　　　　　　　　　　　　　　[1.4.1]

　　調査結果報告書等の賞与　　　・有　　　・無

分析調査　　・行う（対象箇所：　　　　　　）　　※行わない

　　　　　　※定性分析　　・定量分析

除去工事

四日市市　　　　　　地内

A- 01

日永二丁目

天白町市営住宅除却工事

天白町市営住宅除却工事 2024.3N O N
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3 電気保安技術者

事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主任技術

者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。

とする。

・適用する　　・適用しない                             　                      [1.3.3]

一般電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種又は第二種電気工事士の資格を有する者

4-1 週休2日制工事 「四日市市週休2日制工事実施要領（営繕工事）」に基づく適用は下記による。

　・週休2日制工事対象

　・週休2日制工事(受注者希望型)対象

　・週休2日制対象外工事（・工事の実働日数が30日未満の工事　・現場閉所困難な工事）

・工程計画については、関係者等と十分に調整を行った上で進めること。

・大型車両通行時には、誘導員等を配置し、安全確保に努めること。

・足場を60日以上設置する場合は、着手の30日前までに、設置届を所管官庁へ提出すること。

・既設構造物を汚損した場合は、受注者負担にて補修等を行うこと。

・資機材の搬出入は第三者の安全に留意して、災害及び事故の防止に努めること。

　の泥水の流出を防止すること。

・工事により発生する残土や廃材、汚泥等は適切処理を行うこと。また、釜場を設け、敷地外へ

・道路及び駐車場の汚損がないように努めると共に、汚損した場合は直ちに清掃を行うこと。

・施工作業時間は原則8:30～17:00とすること。清掃片付け等は18:00までとすること。

・施工に際しては、工程及び施工内容について施設管理者と綿密な調整を行うこと。

・工事に関わる法令手続きは受注者にて行うこと。手続きに係る手数料は受注者の負担とする。

・工事着手前に周辺住民への工事説明会が開催される場合は資料作成等に協力すること。

・現場工事は月～金とし、土、日、祝日に作業を行う場合は、監督職員の承諾を得ること。

・工事用車両の駐車場及び資機材置場　※敷地内　　　・　　

　(道路占用許可申請における占用料は除く)

4-2 施工条件 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　  　　［1.3.5］

・仮囲い等について周辺住民等の安全上、使用上支障がないように計画し、維持管理に努めること。

・振動、騒音、ほこりのでる作業やその他について、事前に施設管理者及び近隣施設等と調整を

　行うこと。

・工事期間中は、近隣住民の安全確保に努めること。

　建設重機を使用し周辺への影響に配慮すること。

・音の発生する工事は昼間の作業とし、早朝、夕方以降は作業を行わないこと。また、低騒音の

・2020/　/　～　/　は工事を行わないこと。

・解体中は必ず散水を行い、埃の飛散に注意して施工すること。また強風時は施工を行わないこと。

・



No.Project

井 元 建 築 事 務 所
一級建築士事務所 三重県知事登録 第 1-2264 号 ・ 一級建築士 第 341058 号　井元 貴久
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特記仕様書 (解体2)
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１．契約の解除

　　　により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加加資格停止措置を受けたときは、契約を解除

　　　することがある。

　　　四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成20年四日市市告示第28号）第３条又は第４条の規定

２．暴力団等による不当介入を受けたときの義務

　　（１）不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力

　　　　　を行うこと。

　　（２）契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそ

　　　　　れがあるときには、業務発注所属と協議を行うこと。

　　　　　を講ずる。

　　（３）(1)(2)の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止等の措置
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処分方法

・埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で

　埋立処分する。

・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融又は

　環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う。

　塗材の除去

除去仕上塗材（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）

アスベスト含有仕上塗材の有無　・有　・無

飛散防止処理技術指針」による。

衣等)ついては、「建築物の改修、解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん

アスベスト含有仕上塗材の除去(除去工法、養生、粉じん飛散防止措置、呼吸用保護具・保護

除去工法の試験施工　・行う　※行わない

作業場の隔離及び養生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

処分方法

撤去の範囲　　・全面撤去　・図示による

　上記工法によらない場合は監督職員と協議の上、承諾を得ること。

・剥離材併用超音波ケレン工法　・集塵装置付ディスクグラインダーケレン工法

・水洗い工法　・手工具ケレン工法

・集じん装置付高圧水洗工法　・集じん装置付超高圧水洗工法　・超音波ケレン工法

・剥離材併用高圧水洗工法　・剥離材併用超高圧水洗工法　・剥離材併用手工具ケレン工法

・剥離材併用超音波ケレン工法　・集塵装置付ディスクグラインダーケレン工法

・隔離養生不要　・隔離養生必要(負圧不要)・その他（　　　　　　）

・埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で埋立処分する。

・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融又は環境大臣の

　認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う

　　又は石綿作業主任者（H18.4.1以降の講習修了者）

　※特定化学物質等作業主任者（H18.3.31以前の講習修了者）

※本工事に配置管理させる者（有資格者）7　特記事項

除去保温材（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）

処分方法

・埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で埋立処分する。

・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融又は環境大臣の

　認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う。

除去成形板（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）

5 石綿含有保温材等

　の除去

石綿含有保温材の有無　・有　・無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [6.4.1]

6 石綿含有成形板

　の除去

石綿含有成形板の有無　・有　・無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [6.5.1]

作業場の区画　・行う　・行わない

作業場の区画　・行う　・行わない

石綿含有石膏ボード

石綿含有石膏ボード以外

処分方法

・埋立処分の場合は、石綿含有産業廃棄物として、安定型最終処分場の一定の場所で

　埋立処分する。

・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融又は

4 アスベスト含有仕上

除去工法（原則湿潤化し、下記工法とする）

「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」による。

　環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う。

※管理型最終処分場で埋立処分する。

  石綿粉じん濃度測定方法

　測　定　3 　　測定1 , 2 , 4 , 6 , 7 , 8 　測　定　5

             5l/min

             120 min

 計数機器

 メンブレンフィルタの直径

 試料の吸引流量

 試料の吸引時間

 試料の透明化

 計数条件

 計数アスベスト

 定量限界

 位相差顕微鏡

                     25mm

    1l/min

     5 min

 直径3μm未満、長さ5μm以上、長さと直径比３：１以上

 アセトン－トリアセチン法又は、シュウ酸ジエチル法

 総アスベスト繊維数      　200本又は視野数50視野

    50 f/l              0.5 f/l    0.3 f/l

   210 min

   10l/min

     47mm

作業場の隔離等　※行う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[6.3.1]

除去工法

※除去工法については、工法に関する資料を監督職員に提出し、承諾を得ること。
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　　　個人情報の取り扱いに関する事項

　２　乙は、この契約による工事において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなければならない。

　　（施工者の義務）

第２　乙及びこの契約による工事に従事している者又は従事していた者（以下「乙の従事者」という。）は、当該工事を施工

　　　第11条に規定する義務を負う。

　　　するに当たり、個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律大57号。以下「法」という。）

　　（基本事項）

第１　この契約による工事の施工者（以下「乙」という。）は、この契約による工事を施工するに当たり、個人情報を取り

　　　扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。

　　（秘密の保持）

　２　乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じなければならない。

　３　前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

　　（適正な管理）

第４　乙は、この契約による工事に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために

　　　必要な措置を講じなければならない。

　２　乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。

第３　乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するに当たって知り得た個人情報を当該工事を施工するために必要な

　　　範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。

　３　管理責任者は、個人情報を取り扱う工事の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個人情報の管理方法

　　　等について適正な指導管理を行わなければならない。

　４　四日市市（以下「甲」という。）は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に対して報告を求

　　　め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。この場合において、甲は乙に必要な改善を指示する

　　　ことができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。

　　（収集の制限）

　　（再提供の禁止）

第６　乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による工事に係る個人情報を第三者に再提供してはならない。

　　（資料等の返還）

第５　乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するために、個人情報を収集するときは、当該工事を施工するために

　　　必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

　２　乙は、前項の承諾により再提供する場合は、再提供先における個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じな

　　　ければならない。

　３　前項の場合において、乙は、再提供先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わすものとする。

　　（複写、複製の禁止）

第７　乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による工事を施工するに当たって、

　　　甲から提供された個人情報が記録された資料等（以下「資料等」という。）を複写し、又は複製してはならない。

　　（持ち出しの禁止）

第８　乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等（複写又は複製したものを含む。第9

　　　において同じ。）を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。

　２　甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、輸送方法等を書面

　　　により確認するものとする。

　３　前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできないようにするととも

　　　に、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損の防止その他適切な管理を行わな

　　　ければならない。

第９　乙は、この契約による工事を施工するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、当該工事の終了

　　　後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、甲の指示により廃棄し、又は消去する場合を除く。

　２　前項の廃棄又は消去は、次の各号に定めるほか、他に漏えいしないよう適切な方法により行うものとする。

　　(1)　紙媒体　　シュレッダーによる裁断

　　(2)　電子媒体　データ完全消去ツールによる無意味なデータの上書き、もしくは媒体の破砕

　３　乙は、第6の規定により甲の承諾を得てこの契約による工事に係る個人情報を第三者に再提供したときは、当該工事の

　　　終了後速やかに当該第三者から資料等を回収のうえ甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、甲の指示に

　　　より、乙又は第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合を除く。

　４　前項ただし書の規定により、第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合においては、乙は、当該資料等が廃棄、又は

　　　消去されたことを直接確認しなければならない。

第10　乙は、乙の従事者に対し、個人情報の重要性についての認識を深めるとともに、この契約による工事における個人情

　　　報の適正な取り扱いに資するための研修・教育を行うものとする。

　　（研修・教育の実施）

　　（監査及び検査）

　　（苦情の処理）

　　（定期報告及び事故発生時における報告）

第12　乙は、甲から個人情報の取扱の状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。

　　（契約解除及び損害賠償）

　　　処理に努めるものとする。

第11　乙は、この契約による工事の施工に当たって、個人情報の取り扱いに関して苦情があったときは、適切かつ迅速な

　　　甲に報告し、甲の指示に従うものとする。

　 2　乙は、この個人情報取扱注意事項に違反する事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに

第13　甲は、この契約による業務に係る個人情報の取り扱いについて、この契約の規定に基づき必要な措置が講じられて

　　　いることを検証および確認するため、乙及び第6の規定により甲の承諾を得てこの契約による業務を受託し、又は

　　　をすることができる。

　 2　甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又はこの契約による業務の処理に関して必要な指示

　　　請求をすることができる。

第14　甲は、乙又は乙の従事者がこの個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の

　　　請け負った第三者に対して、監査又は検査を行うことができる。
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図示による 図示による

　　　ない。

　　　条の規定により主務大臣が定める指針をいう。）に則り、障害者に対して適切な対応を行うよう努めなければなら

　　　上記１に定めるもののほか、受注者（受託者）は、本業務を履行するに当たり、本業務に係る対応指針（法第１１

２．対応指針に沿った対応

　　　　　意するものとする。

　　（２）（１）に規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領に示されている障害種別の特性について十分に留

　　　　　る適切な対応を行うものとする。

　　　　　とする不当な差別的取扱いの禁止」及び「社会的障壁の除去のための合理的な配慮の提供」等、障害者に対す

　　　　　る四日市市職員対応要領（平成２９年２月２８日策定。以下「対応要領」という。）に準じて、「障害を理由

　　　　　２５年法律第６５号。以下「法」という。）に定めるもののほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関す

　　　　　託者）」という。）は、本業務を履行するに当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成

　　（１）この契約による事務・事業の実施（以下「本業務」という。）の請負（委託）を受けた者（以下「受注者（受
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Project一級建築士事務所 三重県知事登録 第 1-2264 号 ・ 一級建築士 第 341058 号　井元 貴久

井 元 建 築 事 務 所
Scale Date

敷地案内図

A2_1/2,500・A3_1/3,536天白町市営住宅除却工事 2024.3 A- 03

Ｎ

敷 地 案 内 図
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除去建物

工事車両駐車場(4台程度)

※駐車ｽﾍﾟｰｽを確保するための外構除去が完了するまでの短期間のみ借用



±0

・近隣住民の駐車場からの動線を工事中であっても確保すること。
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Project一級建築士事務所 三重県知事登録 第 1-2264 号 ・ 一級建築士 第 341058 号　井元 貴久

井 元 建 築 事 務 所
Scale Date 2024.3天白町市営住宅除却工事 A2_1/100・A3_1/141 A- 04

配置図 兼 仮設計画図

Ｎ

配置図 兼 仮設計画図
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幅員7.0ｍ

工事車両出入口

・基礎、便槽、地中埋設物、設備配管配線、低木等は、現場監督員の指示を得て全て撤去を行うこと。

・地中配管の側溝接続部はﾓﾙﾀﾙにて補修を行うこと。

■特記事項

・仮設物の位置等は監督職員、施設管理者と協議の上決定すること。

・必要に応じてﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ区画を行うこと。

・工事車両の進入及び作業員の駐車ｽﾍﾟｰｽは監督職員、施設管理者と協議の上決定すること。

仮囲い

箇所 備考W D HNo

1 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ

名称

ﾎﾟｰﾁ 2,100 1,240 8

箇所 備考W D HNo 名称

・給水管及び排水管については、境界線付近で切断してｷｬｯﾌﾟ止めとする。

:単管足場＋防音ｼｰﾄ H=3.6ｍ

2

2

3

腰壁

4
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6

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ

800 100 600 8

6

2

〃

1,650

2,900 1,650

1,820 800

1,940 2,4501,150 8

CB100

ﾃﾗｽ A

 〃 B

 〃 C

6,000 120

120

120

2,100 250

250

8

16

〃

〃

〃 L型側溝 250B - -12 ｺﾝｸﾘｰﾄ14,600 4

- -13

- - 41,660

〃

〃

ﾏﾝﾎｰﾙ -14 500 500

- - 〃

14,500 4

1,240 4

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ物置

　〃　基礎

金属10

11

1,500 1,850 2,100 7

CB100400 100 200 126

-8 4,300

9

12

8

150

-

150 68

600

600

ﾌｪﾝｽ

240 240

450

450

5,500

7 3,000 14

ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｱﾙﾐ

　〃　基礎

28

16

矩計図 参照

矩計図 参照

400 400 400　〃　基礎

　〃　基礎

ｱﾙﾐ庇 A

ｱﾙﾐ庇 B

〃

〃

ｱﾙﾐ

ｱﾙﾐ

ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｺﾝｸﾘｰﾄ

縁石ﾌﾞﾛｯｸ 100角

80

80

80

※ｺｱ抜きにてﾌｪﾝｽ柱撤去＋ﾓﾙﾀﾙ充填金ｺﾞﾃ補修(29ヵ所)

防草ｼｰﾄ(160m2)[撤去]　ｼｰﾄ押え[撤去]:CB100(60個程度)、円柱ﾌﾞﾛｯｸ100φH=200(50個程度)

1,160

13

5
0
0

U型側溝[既設のまま]

境界ﾌﾟﾚｰﾄ

主管課にて移設(工事前)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装[既設のまま]17

16

16 16

電柱(電線高さ≒5.0ｍ)

・撤去材の積み込み等は仮囲い内で行うこと。また、現場周辺で積み込み車両の待機は行わないこと。

・解体工事に伴う電気配線は全て撤去とする。

±0±0

17

-600 -350-450

±0

±0

±0
±0

±0

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ

- - -15

16

-

8

1,240

1,2404,400 3

2,000 1,240

10,660 1,350

4

4

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 1,11014,130 417 50

ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ

〃

〃

12350 350

手摺 -1,000 118

- 119 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ

50

〃

〃

〃

350 1,200 3

3,900

800

850

水道ﾒｰﾀｰ20mm(BOX共)

3

31号室:ﾒｰﾀｰなし

金属

100

100

100

100

-450 450 4

6,540

2,000

56,240

56,800

±0

水路底-1,250

敷き鉄板t=22 敷き鉄板t=22

1616

・杭引き抜きに伴う重機については、現地確認後、監督職員と協議の上選定すること。

ｼﾞｬﾊﾞﾗｹﾞｰﾄ ｼﾞｬﾊﾞﾗｹﾞｰﾄ

※敷地内、特記なき限り、全て撤去とする。

道路境界線

・工事用車両進入口には、養生用に敷き鉄板t=22(0.9ｍ×5.4ｍ 2ヵ所)を設置すること。

・ﾒｰﾀｰBOX及び敷地内排水桝は撤去とする。

公設ﾏｽ (道路内4ヵ所)

-20 水栓柱 - 1,200 7

20 20

20 20

20

20

ﾌｪﾝｽH=1,000

[既設のまま]

15

18
20

公公 公

公

公

ｼﾞｬﾊﾞﾗｹﾞｰﾄ W=6.0ｍ

仮囲い(21.1ｍ)仮囲い(10.3ｍ) 仮囲い(10.8ｍ)

28

・工事用水道は有償、電気は使用できないものとする。

・建物除去あとは現状土にて敷き均し(転圧共)、整地を行うこと。

・道路際の解体時には交通誘導員を1名(4日間程度)配置すること。

・建屋の解体高さに合わせて、H=1.8ｍまで防音シートを巻き下げること。



No.

Title

Project一級建築士事務所 三重県知事登録 第 1-2264 号 ・ 一級建築士 第 341058 号　井元 貴久

井 元 建 築 事 務 所
Scale Date天白町市営住宅除却工事

仕上表

N O N 2024.3

外 部 仕 上 表

内 部 仕 上 表

屋根

仕様

外壁

玄関

軒樋

竪樋

台所

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

合板＋畳

居室1

居室2

押入

便所

浴室

合板

合板＋ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

基礎

床下換気口 鋳鉄製 400×150

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

床

※1

※2

合板＋ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

台所 31号室

32号室

33号室

34号室

35号室

36号室

37号室

38号室

合板＋ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

化粧合板

化粧合板

合板＋ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

浴室 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ31号室

32号室

33号室

34号室

35号室

36号室

37号室

38号室

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

ﾓﾙﾀﾙ＋ﾀｲﾙ

ﾓﾙﾀﾙ＋ﾀｲﾙ

ﾓﾙﾀﾙ＋乾式二重床ﾊﾟﾈﾙH=150

床 ※1

床 ※2

厚型ｽﾚｰﾄ＋DP

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ版(組立式)

鉄骨造及び木造

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

塩ﾋﾞｶﾗｰ半円形径105、集水器、受金物@800

雑巾擦り

ﾓﾙﾀﾙ

木

畳寄せ

畳寄せ

ﾓﾙﾀﾙ

木

巾木 壁

合板＋塗装

合板＋塗装

合板＋塗装

合板＋塗装

合板＋塗装

(31号室:化粧合板)

(31号室:合板＋ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ、32号室:化粧合板)

(　　　　　　　　　〃　 　　　　　　　)

(34号室:化粧合板)

木

木

木

木

木

木

木

廻り縁 天井

合板＋塗装

合板＋塗装

合板＋塗装

合板＋塗装

合板＋塗装

天井高

2,300

2,300

2,300

2,310

2,310

2,310

吹付塗材＋可とう系改修塗材E　組立目地ｼｰﾘﾝｸﾞ

矢切部:木片ｾﾒﾝﾄ板＋ﾓﾙﾀﾙ＋吹付塗材＋可とう系改修塗材E

軒天

ｶﾗｰVPφ60、SUS受金物@1,200

(31号室:化粧合板)

2,510

A- 05

木質ﾎﾞｰﾄﾞ＋塗装木質ﾎﾞｰﾄﾞ＋塗装

(31,33,34号室:化粧合板)

(31,33,34号室:化粧合板)合板＋畳

●アスベスト含有

●アスベスト含有

石綿大平板●＋NAD(一部 有孔石綿板●＋NAD)

[流し台前] 化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ石綿板●t=6.0

大平板●t=5.0 化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ石綿板●t=2.0

合板＋ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

合板＋ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

合板＋ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

ﾓﾙﾀﾙ＋ﾀｲﾙ

ﾓﾙﾀﾙ＋ﾀｲﾙ

ﾓﾙﾀﾙ＋ﾀｲﾙ



BA

No.

Title

Project一級建築士事務所 三重県知事登録 第 1-2264 号 ・ 一級建築士 第 341058 号　井元 貴久

井 元 建 築 事 務 所
Scale Date

平面図

2024.3

居室2

押入押入

浴室

便所

玄関

居室1

台所

ﾃﾗｽ

1,005 1,350 2,250 1,905

1
,
4
5
5

9
0
0

3
,
7
0
5

6
,
0
6
0

2,805 3,705

6,510 6,510

13,020

AW
4 1

AD AW
2

AW
3

WD
3

WD
1

WD
1

WD
1

AW
1

AW
1

WD
2

WD
4

12

A2_1/50・A3_1/71

8

箇所 備考

8

W D H場所No 名称

1

2

流し台

ｺﾝﾛ台

1,000

700

550

550 600

800

(計4棟分)

A:31号室

B:32号室

A:33号室

B:34号室

A:35号室

B:36号室

A:37号室

B:38号室

1

2

3

4

×4棟

台所

FRP

陶器8

7

7250 700 650

浴槽

便所

浴室

〃

- - -

700800 650

木、陶器8手洗い 〃 500 400 700

83

4

5

6

7

4

5

6

7

3

〃 1,700 900

〃

100

洋便器

ﾎﾟｰﾁ

ﾊﾞﾗﾝｽ釜

ｱﾙﾐ庇

A A

B
B

A- 06天白町市営住宅除却工事

Ｎ

平 面 図

1 / 5 0

腰壁

※特記なき限り A-B室同仕様

31号室:浴槽なし

31号室:ﾊﾞﾗﾝｽ釜なし

AD
2

31,34,37棟

WD-5

面台



名称No

1

2

3

4

5

6

7

屋根

軒天

厚型ｽﾚｰﾄ＋DP

石綿大平板＋NAD(一部 有孔石綿板＋NAD)

吹付塗材＋可とう系改修塗材E　組立目地ｼｰﾘﾝｸﾞ

軒樋

竪樋

基礎

床下換気口8

外壁1

外壁2 矢切部:木片ｾﾒﾝﾄ板＋ﾓﾙﾀﾙ＋吹付塗材＋可とう系改修塗材E

塩ﾋﾞｶﾗｰ半円形径105、集水器、受金物@800

ｶﾗｰVPφ60、SUS受金物@1,200

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

鋳鉄製 400×150

No.

Title

Project一級建築士事務所 三重県知事登録 第 1-2264 号 ・ 一級建築士 第 341058 号　井元 貴久

井 元 建 築 事 務 所
Scale Date 2024.3

4
5
0

2
,
5
0
0

1
,
4
0
0

4
,
3
5
0

GL

南 立 面 図

1 / 1 0 0

6,510 6,510

13,020

4
5
0

2
,
5
0
0

1
,
4
0
0

4
,
3
5
0

GL

東 立 面 図 6,060

1 / 1 0 0

4
5
0

2
,
5
0
0

1
,
4
0
0

4
,
3
5
0

GL

北 立 面 図

1 / 1 0 0

6,510 6,510

13,020

4
5
0

2
,
5
0
0

1
,
4
0
0

4
,
3
5
0

GL

西 立 面 図 6,060

1 / 1 0 0

浴室便所 玄関 台所

900 900 900 900 900 900 900

6,510 6,510

13,020

105105

4
5
0

2
,
5
0
0

1
,
4
0
0

4
,
3
5
0

GL

1 / 1 0 0

A - A

台所居室2

900 900 900 900 900 900 450

6,060

105105

4
5
0

2
,
5
0
0

1
,
4
0
0

4
,
3
5
0

GL

B - B

1 / 1 0 0

4

10

4

10

水栓柱

電気ﾒｰﾀｰ

ｶﾞｽﾒｰﾀｰ

名称No

表札

郵便ﾎﾟｽﾄ

給排気口(ﾊﾞﾗﾝｽ釜)

排気口(換気扇)

給気口(ﾚｼﾞｽﾀｰ)

200角

200角

300×400

9

10

11

12

13

14

15

16

SUS製 W350×D150×H250

名称No

ﾎﾟｰﾁ

腰壁

ｱﾙﾐ庇

A

B

C

〃

〃

仕上仕上仕上 名称No 仕上

塩ﾋﾞ製 W200×H100

1 1

1 1

22

22

3

3

4

4

5

5

6 6

6 6 6 6

6 67

7 7

78 8

8

9

10

1112

13

14

15

16

A

B

C

天白町市営住宅除却工事

立面図、断面図

A- 07

鋼製見切H=60(四周)

鋼製見切H=60(四周)

3

3

700700350350

5 5

5 5

配置図 参照

12 12

H=1,200　　※38号室は露出配管水栓(水栓柱なし)

※38号室は露出配管水栓(水栓柱なし)

A2_1/100・A3_1/141



No.

Title

Project一級建築士事務所 三重県知事登録 第 1-2264 号 ・ 一級建築士 第 341058 号　井元 貴久

井 元 建 築 事 務 所
Scale Date 2024.3天白町市営住宅除却工事

便槽

Ｒ
Ｇ

－
２

６
０Ｒ
Ｇ

－
１

６
０

Ｒ
Ｇ

－
２

６
０

浴　室

屋根:厚型ｽﾚｰﾄ＋DP

外壁:吹付塗材＋可とう系改修塗材E　組立目地ｼｰﾘﾝｸﾞ

軒樋:塩ﾋﾞｶﾗｰ半円形径105、集水器、受金物@800

軒天:石綿大平板＋NAD

(一部 有孔石綿板＋NAD)

竪樋:ｶﾗｰVPφ60

SUS受金物@1,200

基礎:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

床下換気口:鋳鉄製 400×150

ﾎﾟｰﾁ:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃﾃﾗｽ:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

外壁 矢切部:木片ｾﾒﾝﾄ板＋ﾓﾙﾀﾙ＋吹付塗材＋可とう系改修塗材E

外壁:吹付塗材＋可とう系改修塗材E　組立目地ｼｰﾘﾝｸﾞ

(33,34,38号室)

浴槽

(FRP)
嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄH=150

矩計図

A2_1/30・A3_1/42 A- 08

物干し×2

6,390

6,390

90×90
90×90

400

柱:ｱﾙﾐ製 65×65



嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄH=150

Fix

床:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

No.

Title

Project一級建築士事務所 三重県知事登録 第 1-2264 号 ・ 一級建築士 第 341058 号　井元 貴久

井 元 建 築 事 務 所
Scale Date天白町市営住宅除却工事 2024.3

手洗い

巾木:ﾓﾙﾀﾙ

2
,
3
1
0

FL

CH

流し台

ｺﾝﾛ台

壁:[流し台前] 化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ石綿板t=6.0

天井:合板＋塗装

壁:合板＋塗装

(31号室:化粧合板)

床:合板＋ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

(31,33号室:化粧合板)

2
,
3
1
0

FL

CH

床:合板＋ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

天井:合板＋塗装

(34号室:化粧合板)

壁:合板＋塗装

2
,
3
0
0

CH

床:合板＋畳

壁:合板＋塗装

(31号室:合板＋ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ)

(32号室:化粧合板)

巾木:畳寄せ 床:合板

天井:合板＋塗装

押入

巾木:雑巾擦り

壁:合板＋塗装

(31号室:合板＋ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ)

(32号室:化粧合板)

2
,
3
0
0

CH

床:合板＋畳

壁:合板＋塗装

(31号室:合板＋ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ)

(32号室:化粧合板)

巾木:畳寄せ巾木:雑巾擦り床:合板

天井:合板＋塗装

押入 壁:合板＋塗装

(31号室:合板＋ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ)

(32号室:化粧合板)

A2_1/50・A3_1/71

展開図

巾木:木

巾木:木

玄関・台所 CBA D

3,6002,3553,600 2,355

1,005 1,455 1,005 1,455

A便所 B C D

2,805 3,705 2,805 3,705 900

A居室1 B C D

3,705 900 3,705 3,705 3,705

居室2 A B C D

洋便器

CH

壁:大平板t=5.0

天井:化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ石綿板t=2.0

1,905 1,455 1,905

A浴室 B C

1,455

D

巾木:ﾓﾙﾀﾙ
FL (33,34,38号室)

床:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

(33,34,38号室:ﾓﾙﾀﾙ＋ﾀｲﾙ)

(37号室:ﾓﾙﾀﾙ＋乾式二重床ﾊﾟﾈﾙH=150)

ﾊﾞﾗﾝｽ釜 浴槽

2
,
5
1
0

2
,
3
1
0

2
0
0

1
0

FL

1
0

FL

A- 09

天井:木質ﾎﾞｰﾄﾞ＋塗装

天井:木質ﾎﾞｰﾄﾞ＋塗装

壁:木質ﾎﾞｰﾄﾞ＋塗装

中段D=800

壁:木質ﾎﾞｰﾄﾞ＋塗装

中段D=800

(31,33,34号室:化粧合板)

(31,33,34号室:化粧合板)

面台



No.

Title

Project一級建築士事務所 三重県知事登録 第 1-2264 号 ・ 一級建築士 第 341058 号　井元 貴久

井 元 建 築 事 務 所
Scale Date天白町市営住宅除却工事 2024.3

BA

1,005 1,905

1
,
4
5
5

9
0
0

3
,
7
0
5

6
,
0
6
0

2,805 3,705

6,510 6,510

13,020

天井伏図

ﾎﾟｰﾁ

3,600

1

玄関・台所

1

居室1

1

居室2

押入

2

1 3

浴室

押入

2

(31号室:化粧合板) (31号室:化粧合板)

軒天

4

軒天

4
No

1

2

3

合板＋塗装

木毛板＋塗装

化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ石綿板t=2.0

4 石綿大平板＋NAD(一部 有孔石綿板＋NAD)

仕上

便所

A:31号室

B:32号室

A:33号室

B:34号室

A:35号室

B:36号室

A:37号室

B:38号室

1

2

3

4

×4棟

ｱﾙﾐ柱120角ｱﾙﾐ柱120角

A2_1/50・A3_1/71

ｱﾙﾐ庇

A- 10

Ｎ

1 / 5 0

天 井 伏 図

350350

7
0
0

7
0
0

※特記なき限り A-B室同仕様



No.

Title

Project一級建築士事務所 三重県知事登録 第 1-2264 号 ・ 一級建築士 第 341058 号　井元 貴久

井 元 建 築 事 務 所
Scale Date天白町市営住宅除却工事 2024.3

建具表

仕上

付属金物

室名

備考

符号･数量

姿図

ｶﾞﾗｽ等

標準品一式

玄関

AD-1 Fix欄間付 片開き戸

Fix

2
,
1
0
0

5
0

2
3
0

1
,
8
2
0

798

ｱﾙﾐ

型板-4

8ヵ所

(2×4棟)

仕上

付属金物

室名

備考

符号･数量

姿図

ｶﾞﾗｽ等

1,740

1
,
8
0
0

850

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

2,630

1
,
8
0
0

600

WD-1 8ヵ所

(2×4棟)

8ヵ所

(2×4棟)

8ヵ所

(2×4棟)

WD-2 WD-3 WD-4引違い戸ﾌｽﾏ 引違い戸ﾌｽﾏ 片開き戸ﾌｽﾏ 片開き戸

標準品一式

木

-

居室1、居室2、押入

標準品一式

木

-

標準品一式

木

-

標準品一式

木

-

便所押入居室1

1
,
8
0
0

1,250

木

-

標準品一式

WD-5 3ヵ所

仕上

付属金物

室名

備考

符号･数量

姿図

ｶﾞﾗｽ等

1
,
8
0
0

1,250

ｱﾙﾐ

標準品一式

AD-2 5ヵ所

-

ｱﾙﾐ

透明-3

AW-1 引違い窓

居室1、居室2

1
,
8
0
0

1,700

1,700

9
3
0

820

9
3
0

370

3
6
0

ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ

台所 浴室 便所

引違い窓 引違い窓AW-2 AW-3 AW-4 突出し窓

型板-4 型板-4 型板-4

8ヵ所

(2×4棟)

8ヵ所

(2×4棟)

8ヵ所

(2×4棟)

16ヵ所

(4×4棟)

標準品一式 標準品一式標準品一式標準品一式

網戸 網戸 網戸

A2_1/50・A3_1/71

(31,34,37号室以外)

(31,34,37号室)

片引き戸

片引き戸

浴室

浴室

雨戸、網戸

A- 11

(6×4棟)

24ヵ所



X3a X3b

No.

Title

Project一級建築士事務所 三重県知事登録 第 1-2264 号 ・ 一級建築士 第 341058 号　井元 貴久

井 元 建 築 事 務 所
Scale Date 2024.3天白町市営住宅除却工事

基 礎 伏 図 　 １ ／ ４ ０

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F3 F3

F3 F3

900 900 900

900 900 900

X3bX3a

A2_1/40・A3_1/57

基礎図、部分詳細図

A- 12

・武智三角杭　L=7.0ｍ　計24本 (当時内訳書より)

※杭撤去

F1

F2 F3 F4

F2

F2 F2

37号室

38号室 36号室

35号室 33号室

34号室

31号室

32号室

杭位置

　(1棟当たり6本)※

※現地確認

　ｺﾝｸﾘｰﾄ製 節付(径:軸部340、節部520)※

（杭頭出し、引抜後 貧配合ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸW/C=300％　埋戻し）



No.

Title

Project一級建築士事務所 三重県知事登録 第 1-2264 号 ・ 一級建築士 第 341058 号　井元 貴久

井 元 建 築 事 務 所
Scale Date 2024.3

1,005 1,905

A2_1/50・A3_1/71天白町市営住宅除却工事

Ｎ

1 / 5 0

ｺﾝｸﾘｰﾄ立上

大引

根太 45×45@450

90×90@900

45×90

床 伏 図

W150

根太掛け

1
,
4
5
5

9
0
0

3
,
7
0
5

6
,
0
6
0

Ｎ

1 / 5 0

垂木 90×45@450

母屋 90×90

鉄骨材

RG-260

RG-160

RG-260

屋 根 伏 図

C-60×30×10×2.3

C
-
6
0
×

3
0
×

1
0
×

2
.
3

C
-
6
0
×

3
0
×

1
0
×

2
.
3

C
-
6
0
×

3
0
×

1
0
×

2
.
3

7
0
0

7
0
0

3,255 3,255

6,510350

6,860

7
,
4
6
0

CB基礎

床伏図、屋根伏図

A- 13

F4

F2

F2

F
2

F
2

F
2

C-60×30×10×2.3

RG-160、RG-260、C-60×30×10×2.3

2,805 3,705

6,510

2,805 3,705

6,510

木床組(合板t=21下地)

900 2,700

1
,
0
0
5

4
5
0

6
,
0
6
0

1
,
4
5
5

4
,
6
0
5



No.

Title

Project一級建築士事務所 三重県知事登録 第 1-2264 号 ・ 一級建築士 第 341058 号　井元 貴久

井 元 建 築 事 務 所
Scale Date 2024.3天白町市営住宅除却工事

PCﾊﾟﾈﾙ図

-

１６０

８５
上W

Ｃ：１８０㎏

6,510

上W

H1 H2

W

K2CC K2CC

K3CC

3

2,697

K3CC

6,510

K2CC K2CC

H2 H1

230

270

A- 14



No.

Title

Project一級建築士事務所 三重県知事登録 第 1-2264 号 ・ 一級建築士 第 341058 号　井元 貴久

井 元 建 築 事 務 所
Scale Date 2024.3天白町市営住宅除却工事

柱状図

7
,
0
0
0

- A- 15

・武智三角杭　L=7.0ｍ　計24本 (当時内訳書より)

※杭撤去

　(1棟当たり6本)※

（杭頭出し、引抜後 貧配合ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ埋戻し）

※現地確認

　ｺﾝｸﾘｰﾄ製 節付(径:軸部340、節部520)※



No.

Title

Project一級建築士事務所 三重県知事登録 第 1-2264 号 ・ 一級建築士 第 341058 号　井元 貴久

井 元 建 築 事 務 所
Scale Date 2024.3天白町市営住宅除却工事 A2_1/30・A3_1/42

材　　　　質）（厚さ

0.4

1.2

屋 根 板

床 補 強

1.2

1.2

1.0

0.8 ）（1.0

0.8

1.2

S

下　枠

上レール

0.6

0.8

0.6

0.5

0.5

柱

0.7

2.3

床　板

間　柱 1.0

＜積雪型＞は り

＜一般型＞は り

上 枠 左,右

鼻隠し,トイ

部　　材　　名

上 枠 前（後）

扉

壁 パ ネ ル

アンカープレート

袖　壁

塗装溶融亜鉛めっき鋼板

塗装溶融亜鉛めっき鋼板

塗装溶融亜鉛めっき鋼板

塗装溶融亜鉛めっき鋼板

塗装溶融亜鉛めっき鋼板

塗装溶融亜鉛めっき鋼板

塗装溶融亜鉛めっき鋼板

アルミニウム合金押出形材

塗装溶融亜鉛めっき鋼板

塗装溶融亜鉛めっき鋼板

塗装溶融亜鉛めっき鋼板

塗装溶融亜鉛めっき鋼板

塗装溶融亜鉛めっき鋼板

塗装溶融亜鉛めっき鋼板

塗装溶融亜鉛めっき鋼板

樹脂（外径　　）AES　　　　　　　 　42φ―タテドイ

溶融亜鉛めっき鋼板（塗装仕上ゲ）

m m

はり

ト
イ

上
面

高
サ

ケ
ラ

バ
上

面
高

サ

52

扉 前

扉 後

タテドイ

20
62 間柱前

上枠 前

鼻隠し

は
り

下
高

サ

ト
イ

上
面

高
サ

床板

棚受

壁パネル

屋根板

1.2t 1.2t

18
70

上レール

棚板

A2 はり後 A2 トイ

有
効

開
口

高
サ

19
08

上枠 後

2153

4646

1604

21
20

21
20

F.L

2153

198

19
98

94

基礎天端

19
98

A- 16

16
42

18
62

平　面　図

70
55
4

30
55
4

15
0

床　伏　図

70 1372

76

15
0

76

15
0

70

70

30
70

70 671

1512

30 671 70 トイ芯

70

76
70

70

30

7070 905 437

70

55
4

58
4

14
7

34
2

56
9

45

56

側 面 立 面 図

室内有効奥行

1862

1704 120

1862

室内有効奥行 1704 38

正 面 立 面 図

室内有効巾 1436

有効開口巾 815

1512

矩 計 図

GL

1
5
0

CB基礎

下枠 後床補強下枠 前

CB基礎 CB基礎

GL

1
0
0

GL

1
0
0

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ物置（参考図）
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Title

Project一級建築士事務所 三重県知事登録 第 1-2264 号 ・ 一級建築士 第 341058 号　井元 貴久

井 元 建 築 事 務 所
Scale Date天白町市営住宅除却工事 2024.3A2_1/100・A3_1/141

外構図（改修後）

Ｎ

外構図（改修後）

1 / 1 0 0

1
5
,
3
7
0

隣

地

(

水
路)

隣

地
整地

(840m2)

隣 地

道 路

幅員7.0ｍ

■特記事項

A- 17

56,240

道路

道路境界線

隣地

5,000

※除却後の整地について

道路境界線から5ｍの範囲内は道路ﾚﾍﾞﾙに合わせてﾌﾗｯﾄとすること。

・建物除却あとは現状土にて敷き均し及び転圧(重機ｷｬﾀﾋﾟﾗによる転圧程度)を行うこと。


